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千葉市人口減少抑制のための政策立案に向けた調査・分析業務委託 企画提案募集要項 

 
１ 背景・趣旨 

千葉市の人口は 2020 年代前半をピークに減少に転じる見通しであり、2040 年頃、我が国の人口構

造は人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎え、また、人口増加期に集中的に整備してきた公

共施設・インフラの老朽化に伴い更新需要が高まるなど、様々な課題が生じることが想定されている。 

また、千葉市の人口は、主に市以東、以南の地域からの転入により支えられてきたが、これらの地

域では既に人口減少が始まっており、千葉市の活力を維持するためには、千葉市単独ではなく、周辺

都市までを含めた圏域全体の人口維持・増加を考えることが必要となる。 

こうした状況を踏まえ、また、今後さらに進展が予想される人口減少・少子高齢社会に対応するた

め、人口減少抑制の政策立案に向けた今後の方向性を検討する、実態把握のための調査及び必要な情

報の整理を行う。 

事業の実施に当たって、効率的に調査業務を進め、より実効性の高い調査研究結果を得るため、分

析・調査等の業務について、豊富な実績とノウハウを持つ民間企業に委託するものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）委 託 名  千葉市人口減少抑制のための政策立案に向けた調査・分析業務委託 

（２）業務内容 別紙「千葉市人口減少抑制のための政策立案に向けた調査・分析業務委託 委託業務  

仕様書」のとおり 

（３）委託期間 契約締結日から令和５年１２月２８日（木） 

（４）委 託 料  ４，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

（５）支払条件 完了後一括払い 

（６）業務担当課（問い合わせ先） 

千葉市総合政策局総合政策部政策企画課総務班 

住  所：〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１－１ 千葉市役所高層棟６階 

     電話番号：０４３－２４５－５０５４ 

     E－mail ：kikaku.POC@city.chiba.lg.jp 

 

３ スケジュール 

（１） 募集開始 令和５年４月２８日（金） 

（２） 質問書の受付 募集開始から令和５年５月９日（火）午後５時まで 

（３） 質問書の回答 令和５年５月１１日（木） 

（４） 企画提案参加申込の受付 令和５年５月１６日（火）午後５時まで 

（５） 参加資格確認結果通知 令和５年５月１９日（金） 

（６） 企画提案書の受付 令和５年６月１日（木）午後５時まで 

（７） 提案審査 令和５年６月上旬【予定】 

（８） 審査結果通知 令和５年６月上旬【予定】 
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４ 参加手続き 

（１）参加申込について 

  別紙「委託業務仕様書（案）」の内容を熟読するとともに、本要項「４（３）企画提案書の提出」

を踏まえ、必要書類を提出すること。 

 

ア 参加申込期限 

令和５年５月１６日（火）午後５時（必着） 

（持参の場合、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時まで） 

イ 提出先 

〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１－１ 千葉市役所高層棟６階 

千葉市総合政策局総合政策部政策企画課 総務班 

ウ 提出方法 

持参又は郵送 

エ 提出書類 

・企画提案参加申込書（様式第１号）  

オ その他 

参加申込後に辞退する場合は、以下の必須事項を記入した参加辞退申出書（任意様式）を持参 

  又は郵送にて提出すること。 

必要項目：日付、商号又は名称、代表者氏名（代表者印を押印すること）、辞退理由 

 

（２）質問の提出方法等 

本要項及び仕様書等の内容について不明な点がある場合は、以下のとおり質問を受け付ける。 

 

ア 質問書の受付 募集開始から令和５年５月９日（火）午後５時まで 

イ 質問方法   質問書（様式第２号）を、本要項２（６）の業務担当課宛て電子メールで 

提出すること。 

         なお、電話、口頭及び期限後の質問は一切受け付けない。 

ウ 回答方法   受け付けた質問に対する回答は、令和５年５月１１日（木）までに、順次千        

葉市ホームページに掲載する。 

なお、回答内容は、本要項及び仕様書等の追加又は修正とみなす。 

 

 

（３）企画提案書の提出 

ア 提出物及び部数 
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（ア） 業務経費見積書（内訳も添付） ６部（正本１部、副本５部） 

（イ） 企画提案書（様式自由）※ ６部（正本１部、副本５部） 

（ウ） 会社案内（パンフレット等） １部 

 ※副本については、本企画提案参加者が特定されないよう、商号・所在地、その他参加者名が特定さ

れる事項の記載はしないこと（または伏せること。）。 

 ※正本、副本については、それぞれ電子データも併せて提出すること。 

（業務担当課へ電子メールまたはＣＤ―Ｒで提出） 

※（イ）については、仕様書の内容を踏まえ、以下の事項を盛り込むこと。 

①本業務委託全体のスケジュール 

本業務の全体像を踏まえ、各工程の業務スケジュールを示すこと。 

②同種の業務実績 

  本業務委託に役立つと考えられる業務委託実績の概要（年度、自治体等の名称、業務概要等）とそ

の有効性を記述すること。 

③業務実施体制 

責任者、業務担当者等の組織体制図を示すとともに、発注者からの指示、連絡事項及び打ち合わせ

内容等をこれらの者の間で共有する方法並びに担当者によって成果物等の品質に差が生じないよう

にする管理方法を記述すること。 

④責任者・業務担当者等の経歴等 

本業務委託を実施する責任者・業務担当者等の経歴を記述すること。 

なお、経歴については、業務委託実績の概要（年度、自治体等の名称、業務概要、当該業務委託に

おける役割等）を記述すること。 

 ⑤委託業務の内容 

・仕様書「７ 委託業務の内容」について項目（１）～（６）に対する考え方・進め方等を記述する  

こと。 

・仕様書７（１）の比較自治体や比較項目、（３）都市ランキングについては、選定例とともに選定  

理由を記述すること。 

・（５）ア有識者ヒアリング調査については、有識者の選定例、実施時期、ヒアリング結果の反映方

法等を記述すること。 

⑥その他の提案 

本業務の目的等を踏まえ、独自の提案内容を記述すること。 

 

イ 提出期限 

令和５年６月１日（木）午後５時まで ※厳守 

 

ウ 提出先及び提出方法 

本要項２（６）の業務担当課宛て持参又は郵送 

  ※持参の場合、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時まで 
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  ※郵送の場合、書留とし、締切日必着 

 

エ  その他 

（ア）企画提案書のサイズはＡ４とし、両面印刷、再生紙使用ともに可能。文字、図表等は白黒・

カラーを問わない。また、ページ数は表紙や目次等を含め最大２５ページ程度とする。 

（イ）企画提案書に用いる言語は、日本語（本企画提案参加者の商号又は名称、製品の商標又は名

称、その他通信技術等に関する用語若しくは呼称であって、一般的に使用されているものを除

く。）、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に規定する計

量単位とする。 

  （ウ）構成は、表紙、目次、提案内容（本文）とする。 

（エ）見積額内訳は、本委託業務の総額の本体価格（税抜）、消費税額（地方消費税額を含む。） 

を別々に記載し、合計金額を明記する。また、人件費、諸経費等の積算内訳及び根拠を、 

可能な限り詳細かつ明確に記載する。 

（オ）正本（１部）は、押印、袋とじとする。副本（５部）は、ホチキス等で留め、フラット 

ファイル等のファイルには綴じずに提出する。 

（カ）提出後の企画提案書の追加、変更、差替え、再提出は一切認めない。 

  （キ）企画提案書は、あくまでも委託業者選定の審査材料となるものであり、実際の業務遂行に当

たっては、逐次発注者と協議して決定することとなるので留意すること。 

 

５ 審査方法、評価項目及び結果の通知 

（１）審査方法 

 ア 審査は千葉市で設置する選考委員会において、提出された企画提案書に基づいて内容を精査・評

価する。 

 イ 委員は評価項目ごとに評価を行い、評価点の合計が一番高い提案を提出した者を委託先候補とす

る。 

 ウ 本業務の企画提案を行う者が１者の場合も、審査を実施する。 

 エ 委員全員の合計点が６割以上に達したものを選定の対象とする。なお、参加申込者が１者のみの場

合は、委員全員の合計点が６割以上に達した場合に選定の対象とする。 

 オ 審査の結果、合計点が同点になった場合は、見積金額の低い提案を選定する。 

 カ 審査の結果は、決定後速やかに提案者に通知する。 
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（２）評価項目 

評価項目 評価基準 配点 

基本方針 業務理解 
業務の意図を理解し、仕様書等で定めた内容を十分に

踏まえた上での提案となっているか。 
5 

業務実施能力 

工程管理 
工程計画が的確に組まれ、事業の確実な実施が見込ま

れるものとなっているか。 
5 

同種業務実績 

人口関連の現状分析及び施策に関する調査等の業務実

績があるか。または経験が活かせると考えられる有効

な実績があるか。 

15 

実施体制 

上記実績への従事経験や学識・知識・技術力のある人

員が適切に配置され、項目毎の連携体制がとられてい

るか。 

15 

企画提案能力 

調査・分析 

調査・分析の基本的な考え方・進め方は適切か。ま

た、図やイメージ等を活用し見やすくわかりやすい資

料となっているか。 

20 

分析対象選定 

比較自治体、都市ランキング等、分析対象を選定する

業務についての対象選定例、選定理由は、効果的な結

果を得られる見込みがあるものか。 

20 

ヒアリング調査 

実施対象、実施時期、ヒアリング結果反映に関する考

え方等は、具体的かつ効果的な提案がなされている

か。 

10 

その他の提案 
独自の提案について、具体的かつ効果的な提案がなさ

れているか。 
10 

 

（３）提案の無効に関する事項（不適格事項） 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

ア 見積額が、本要項２（４）に記載する委託料上限額を超過した場合 

イ 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載や、重大な誤脱があった場合 

エ 企画提案後、契約に至るまでの間に本要項７に掲げる参加資格要件を満たさなくなるなど 

契約を履行することが困難と認められる状態になった場合 

オ 審査の公平を害する行為があった場合 

カ その他、企画提案に当たり著しく信義に反する行為等があった場合 
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（４）結果の通知について 

   審査・選定結果については、提案者全員に電子メールで通知し、千葉市ホームページで公表する。 

   ただし、審査内容に関する質問や審査結果に関する異議申し立ては受け付けない。 

 

６ 契約 

（１）選考により最優秀提案と決定した提案を提出した者を委託先候補とし、詳細な業務の内容及び契  

約条件について千葉市と協議・合意したのち、見積を取ったうえで委託契約を締結する。 

なお、協議の結果、提案の一部が変更となる場合がある。 

（２）前項の交渉が不成立の場合には、千葉市は順次、次点以下の提案者と交渉を行い、契約を締 

結する。 

（３）契約に当たっては、契約書を２通作成し、各１通を保有する。 

（４）契約相手方は、本契約と同時に、契約金額の１００分の１０以上の金額の契約保証金を納付 

しなければならない。ただし、千葉市契約規則（昭和４０年千葉市規則第３号）第２９条に該 

当する場合、免除する。 

（５）委託料の支払いについては、完了後一括払いとする。 

 

７ 参加資格要件 

（１）令和４・５年度千葉市入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で、 

  次のいずれにも該当しない者 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 対象業務の選定結果通知日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判

所からの更生手続開始決定がなされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判

所からの再生計画認可決定がなされていない者 

オ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

カ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む)を完納していない

者 

キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個

人住民税の特別徴収を行っていない者 

ク 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づく指名停止措置

等を、対象業務の企画提案書提出期限の日から選定結果通知日までの間に受けている者 

ケ 千葉市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に規定する措置要件に該当する者 

 

８ その他 

（１）企画提案に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 
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（２）提出された企画提案書等は返却しない。 

（３）提出された企画提案書の著作権は、千葉市に帰属する。 

（４）企画提案書等を提出した者が１者であっても、原則として審査を行う。 

（５）企画提案に関連し知り得た情報は、千葉市の承諾を得ることなく第三者に漏らしてはならない。 

（６）その他、業務遂行上発生した問題等については、受注者と千葉市で協議の上、対応を決定するこ

ととする。 


